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防犯カメラ設置における協議会の主な意見・質問等 

 

 

《委員からのご意見》 

委員からのご意見 
1 防犯カメラは安心する意味で必要だと思う。 
2 設置する台数も限られていたので、もう少し設置してほしかった箇所もあった。 
3 自治会が設置する理由としては、逃げやすい箇所や子供の交通安全のためにつけるということにな
る。 

4 警察と連携した上で、設置場所を決めた方が適切な場所に設置できたのではないか、と思う。 
5 市に情報提供がない中で、個人で防犯カメラを設置しているのに、自治会で設置してしまうと無駄
が発生し得る。 

6 警察、学校、ＰＴＡ、教育委員会の４者で１０年前から通学路を点検しており、ほとんどの方が危
険個所はない、との見解であったと伺っている。 

7 北西地域に防犯カメラが非常に少ないと、保護者から声が上がっている。 
8 設置にあたっては、ある程度必要最低限に、抑止的にやっていかないと住民の理解は得られない。 
9 設置にあたっては、プライバシーの問題がある反面、犯罪の抑止効果もある。 
10 防犯カメラは犯罪捜査に使用しているが、ただ、カメラを設置しているだけで空き巣や下見を必要

とする犯罪は間違いなく減る。ダミーでも人感センサー付きのものであれば、効果はある。 
11 防犯カメラは必要であることが前提ではなく、犯罪や事故があって、そのための防止措置や検証す

るために付けて欲しい、という意見があった上で判断するべき。 
12 色々な犯罪は起きているが、自分の身は自分の身で守ることが大前提であり、この考えは再度周知

していかないといけない。 
13 防犯カメラにより安心して子供たちを送りだすことができるが、全ての地域に付けることは怖い部

分がある。 
14 犯罪が起きていない箇所に防犯カメラが設置してあれば、その地域のカメラを別の地域に付けるよ

うな移動式にしたらどうか、と思った。 
15 ダミーを設置することにより犯罪は防げることもある。地域の方は、それがダミーだと分かれば録

画される訳ではないので、反対はしない。もう少し柔軟に対応して欲しい。 

 

《委員からの質問》 

 委員からのご質問 回答 
1 防犯カメラの設置基準はあるのか。 計画的な基準はない。 
2 防犯カメラの設置場所は示せるか。 通学路に設置した場所は教育委員会が公開して

いる。 
3 防犯カメラの設置基準を作っているところはある
か。作っていない自治体の理由は分かるか。 

基準があるということは聞いているが、内容は
みたことがない。作っていない自治体の理由ま
では把握していない。 

4 個人宅に設置する場合は、負担はどうなるのか。 個人宅の場合は個人の負担となり、市への届け
出も不要。 

5 自転車同士の接触や自転車と歩行者の接触が頻繁
に起こっている。防犯カメラの設置箇所にそれが
反映できるのか。通学路における防犯カメラの設
置は市で行うということで良いか。 

通学路への設置は教育委員会により毎年設置し
ている。どこに設置するかは、教育委員会の判
断になる。 

6 市で行政面積と防犯カメラの絶対数をシミュレー
ションして決めていくことはできないか。 

防犯カメラの設置は通学路と効果的に設置する
箇所を把握しているには自治会であることか
ら、自治会にお願いしている。 

7 設置についてある程度大まかな基準が必要だと思
う。この位の面積、この位の世帯数には、この台
数という、目安を作ってみてはどうか。 

設置は賛否両論である。地域のことは地域が一
番理解しているということから、地域の要望に
応じた補助金を活用して設置していただいてい
る。 
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8 本当に防犯カメラを必要としているか、について
は疑問がある。パトロールや声掛け等による防犯
システムを作って、登下校時の見守り活動を充実
することができれば、犯罪を防止できると思う
が。具体的な根拠がなく、不安だからという理由
で要望する方もいる。 

地域の方が見守りパトロールをやっていただけ
るのであれば、防犯カメラは必ずしも必要とは
思っていない。毎日見守りパトロールをするこ
とは相当な負担となるので、それを補完するも
のとして防犯カメラの設置をお願いしている。 

9 その地域ごとに要望をあげてもらって、その場所
に設置するのか、をこの協議会で議論してはどう
か。 

地域の方に話をすれば、意見をいただけるが、
町会となると今まで意見がでてこなかったこと
を踏まえると町会としての意見をもらうのは難
しいと考える。 

 

 


